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科学技術研究調査の概要

  ○　調査の時点　　　　毎年３月３１日現在
 
  ○　調査対象及び単位
  　　約１７,０００客体
           ◆企業等　　　　　　　　約１３，０００（法人ごと：標本調査）
           ◆非営利団体・公的機関　約　１，０００（研究を実施している法人及び研究機関ごと：全数調査）
           ◆大学等　　　　　　　　約　３，０００（学部、学校、研究所、法人、施設ごと：全数調査）
 
  ○  調査事項

  ○　調査の流れ（郵送調査）

我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学
技術振興に必要な基礎資料を得ること

調査の概要

結果の利用

○ 科学技術振興政策等の施策立案の基礎資料

○ 科学技術白書を始め各種白書等における分析の基礎資料

調査のねらい

調査客体総 務 省
郵送

郵送

インターネット

 (1) 研究の実施に関する事項 （研究実施の有無、研究の種類 等）

 (2) 研究関係従業者に関する事項 （研究関係従業者数、専門別研究者数 等）

 (3) 研究費に関する事項 （内部使用研究費、性格別研究費、製品・サービス分野別研究費、特定目的別研究費 等）

 (4) 技術貿易に関する事項 （相手先企業の国籍名及び対価（受取、支払）額）

▽　調査票送付　5月中旬～下旬

▽　督促業務
　◇　第１回督促　７月上旬　（葉書送付）
　◇　第２回督促　７月下旬　（葉書送付）
　◇　第３回督促　８月下旬　（＊）
（＊）企業等のみ　公文入り封書及び
　　　　　　　調査票等調査関係書類一式送付

　※第3回目以降は電話による督促を行い、
　　全ての督促業務は10月上旬に終了。

参考：平成17年調査の回収率 企業等　                     約79％（うちインターネット21％）
非営利団体・公的機関   約99％（うちインターネット40％）
大学等　　　　　　　 　100％（うちインターネット60％）
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科学技術研究調査の具体的な業務内容と実施機関 

 

業務区分 業 務 内 容 実 施 機 関 

企   画 

1. 調査研究 

2. 調査設計・標本設計 

3. 経費措置（予算要求） 

・統計局 

実 査 準 備 

4. 調査対象の選定 

5. 調査関係書類・用品の作成・印刷 

6. インターネットの管理等 

・統計局 

実   査 

7. 調査票等の郵送 

8. 調査対象からの疑義対応 

9. 督促（１・２回目：はがき郵送） 

10. 督促（３回目：調査票等再送付） 

11. 督促（４回目以降：電話照会） 

・統計局 

 

    （宛名書き・印刷は民間委託）

    （宛名書きは民間委託） 

 

審   査 

12. 調査票の受付（郵送・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） 

13. 調査票のＯＣＲ入力 

14. 調査票未回収リストの出力 

15. データチェック処理等 

・統計センター 

16. 集計プログラムの作成 

17. 結果表作成 
・統計センター 

集   計 

18. 結果表審査 ・統計局 

公   表 

19. 報道発表 

20. 報告書刊行 

21. 一般利用者等からの問合せ対応 

・統計局 
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科学技術研究調査の調査対象に対する意識調査について（案） 

 
１．意識調査のねらい 

  科学技術研究調査の調査対象に対し、事後的に意識調査を行うことにより、

調査実施者が官か民かによる報告者の反応、協力度の違い等を把握する。 
 

２．意識調査について 

（１）調査の対象 

科学技術研究調査の調査事業所すべて（調査票の返送がなかった事業所

を含む） 
（２）調査の時期 

・１回目の督促を行う前までに返送があった事業所に対しては、平成 18

年７月上旬に実施 

・２回目の督促を行う前までに返送があった事業所に対しては、平成 18

年７月中旬～下旬に実施 
・最終的にはすべての調査対象事業所に対して意識調査を実施 

（３）調査の方法 

統計局から直接郵送により調査を実施 
（４）調査の内容 

調査票の送付状況、提出状況、インターネット経由で提出しなかった理

由、調査実施者が官か民かによる違い、その他（別紙参照） 
 （５）結果の取りまとめ 

    調査結果は８月～９月中に取りまとめ、９月の研究会において報告予

定。 
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総務省統計局 

科学技術研究調査にご協力いただいた方へ（案） 

 

 科学技術研究調査にご協力いただき、ありがとうございました。提出された調査票は集

計・結果の公表を経て、科学技術振興のための各種施策の基礎資料として用いられるほか、

科学技術研究活動の実態に関する国際比較の必要性の高まりから、公表結果は報告書やイ

ンターネット等を通じて、海外へも提供されます。 

 さて、総務省統計局では、調査の改善を図るためのアンケートを行っております。 

 お手数とは存じますが、各質問にお答えの上、同封の返信用封筒に入れ、７月31日（月）

（当日消印有効）までにご投函くださいますようお願いいたします。 

 なお、科学技術研究調査本体の調査票をまだご送付いただいていない場合には、先にお

送りしました調査票に所定事項を記入の上、至急ご提出くださいますようお願いいたしま

す。 

 

 該当する選択肢に○をつけてください。 

 

Ｑ１ 平成１８年５月中に科学技術研究調査の調査票を郵送で受け取りましたか。 

 １ 受け取った（⇒Ｑ２へ）  ２ 受け取らなかった（⇒Q４へ） 

 

Ｑ２ どちらの方法で調査票を提出しましたか。 

 １ 郵送で提出した（⇒Q３へ）     

２ インターネット経由で提出した（⇒Ｑ４へ） 

３ まだ提出していない（⇒Q４へ） 

 

Q３ インターネット経由で提出しなかった理由は何ですか（複数回答可。回答後、Q４へ）。 

 １ 毎年郵送で提出しているから 

 ２ インターネット経由で提出できることを知らなかったから 

 ３ インターネット経由での提出方法が面倒だから 

 ４ インターネット経由ではセキュリティの面で不安があるから 

 ５ その他⇒具体的理由〔               〕 

 

Ｑ４ 科学技術研究調査は、総務省統計局が直接調査票を送付し、回収する方式で行う指

別 紙  
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定統計調査（統計法により、回答の義務がある調査）です。仮にこの調査が民間事業者

を経由して行われた場合、ご協力いただけますか（複数回答可）。 

１ 回答の義務がある調査なので、協力する 

２ 統計局の委託であることを信頼して協力する 

３ 統計局から委託を受けた業者か、確認をした上で協力する 

４ 受託業者が競合している業者でなければ協力する 

５ 民間業者に秘密を漏らしたくないので協力しない 

６ 民間業者に委託すること自体信頼できないので協力しない 

７ どんな業者でも協力しない 

８ わからない 

９ その他 〔                〕 

 

（代案）Ｑ４´－１ 科学技術研究調査は、総務省統計局が直接調査票を送付し、回収す

る方式で行う指定統計調査（統計法により、回答の義務がある調査）です。仮

に、この統計調査を民間事業者に委託する場合、心配な点はありますか。それ

ぞれの選択肢に対し、A（非常に心配している），B（多少心配している），C（あ

まり心配していない），D（全く心配していない）のうち最も当てはまるものに

○をつけてください。 

１ 回答した秘密に属する事項が他に漏えいしないか （A・B・C・D） 

２ 受託した民間事業者は信頼できるか       （A・B・C・D） 

３ 正確な統計が作成されるか           （A・B・C・D） 

 

Ｑ４´－２ 仮にこの調査が民間事業者を経由して行われた場合、ご協力いただけ

ますか。 

１ 必ず協力する 

２ なるべく協力する 

３ できれば協力したくない 

４ 絶対協力しない 
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Q５ その他、政府が実施する統計調査についてご意見がございましたら、ご自由にご記入

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

※ ご記入いただいた情報はアンケートの集計のためのみに使用し、別の目的に使用する

ことはありません。 
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